
申請書の提出

業　者

代理受領

補助金を申請者が受け取るのか？

補助金を直接業者が受け取るのか？

　　補助金を超える額を業者に支払う

どちらかを選んでいただくことになります。

（注意）：　後から変更ができません。

令和７年度より、申請時に選択をお願いしています。
（家具転倒防止等対策事業費補助金を除く）

市役所への

申請者


